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令和４年第４回議会定例会における行政報告及び議案大綱説明 

（R4，12，7） 

おはようございます。 

本日は、令和４年第４回東栄町議会定例会を招集しましたところ、

議員の皆様には、公私にわたり大変お忙しい中、ご参集を賜り、厚く

お礼を申し上げます。 

 

師走を迎え、日を追うごとに寒気も深まり、冬の到来を感じるよう

になってまいりましたが、例年に比べ11月は比較的暖かい日が続き、

季節の移り変わりが肌で感じられないような気候となっていました

が、今後は厳しい寒さが予想されています。 

早いもので令和４年も余すところ、ひと月弱となりました。 

新型コロナウイルス感染症は国内の発生から３年目を迎えようと

しています。9 月議会においても報告させていただいたとおり、7 月

から第 7 波の感染拡大が全国的にはじまり、当町においては比較的

感染者が少ない状況でありましたが、8 月は感染者が約１００人に達

し、その後落ち着いたものの、11 月に入り感染者が数日間続き、現

在も数人の感染者が出ています。重症化の報告は今のところありま

せんが、いちばんの対策として、感染拡大や重症化防止のためのワク
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チン接種を皆さんにお願いしているところです。 

３回目までの接種につきましては、２，２９４人（９１．１０％）

で、４回目の接種は１，７３１人（７５．４５％）という状況です。

５回目接種も１２月９日からはじまりますので、なるべく多くの皆

さんにワクチン接種をお願いいたします。 

現在、第８波に入っており、感染者は全国的に増えはじめています。

今後、年末年始を迎え、人の流れも活発となりますので、皆様におか

れましては、今一度、感染防止対策をより強く意識していただき、引

き続き基本的な感染予防対策の徹底にご協力くださるようお願いい

たします。 

一方で、コロナ経済対策としては、４０％プレミアム率を付けての

商品券の発行をさせていただいています。また、新たにデジタル券で

の販売も試みました。現在の販売実績等は、紙商品券は６，０００冊

の発行に対しまして、５，２２７冊の予約販売となっています。プレ

ミアム分を含む金額は、３６，５８９，０００円となっています。ま

た、デジタル商品券は 1 期目(町内のみ販売)３，３９５，０００円、

２期目(町内外販売)の現在までの販売額は１７，６３５，８００円で、

デジタル券の現在までの合計金額は、２１，０３０，８００円という
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状況であります。なお、デジタル商品券の販売は、１２月末までとな

っています。 

次に事業持続・売上減少対策応援金については、コロナ禍で大きな

影響を受けた事業者に対し支援するものです。そして、原油価格等高

騰対策では、原材料費等の仕入れ金額の高騰分に対して補助を行う

こととしています。 

非課税世帯と家計急変世帯に対しましては、電力等価格高騰緊急

支援給付金として、1 世帯当たり５万円を給付します。また、非課税

世帯以外の世帯に対しては、町内で使用できる商品券 1 万円分を給

付してまいります。今後も国の交付金等を活用してしっかりと対策

を講じてまいります。 

 

現在、経済対策を主とした、国の令和４年度第２次補正予算が国会

で審議され２日に可決されました。補正予算で関係ある内容としま

しては、「出産・子育て応援交付金」です。これは出産家庭への支援

を目的として、妊娠時から出産・子育てに至る相談支援の充実と１０

万円の経済支援を希望する市町村において行うとされたものです。

出産されるご家庭への支援となるよう、町の現行の制度と調整を図

りつつ、検討してまいりたいと思います。 
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コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額ですが、国

庫補助事業の地方負担分への補てんが主なものであるとされていま

すので、あまり単独事業への影響はないのではないかと思いますが、

注視してまいります。 

普通交付税においては、国の地方交付税関係税収が増額となり、地

方公共団体の物価高、経済対策支援を目的に、本年度に限り、臨時経

済対策費が追加交付されるというものでありますが、しっかり情報

収集していきたいと思います。 

 

一昨年は町の混乱を避けられず大変残念な年でありました。2 期目

の途中で辞職し、再選挙により信任を受け、変則ですが 3 期目の町

政を担うこととなり、今年度を含め残す任期もわずかとなりました。 

町の長年の懸案事項でありました医療問題は、大変多くの皆さん

にご苦労をおかけしましたが、議会をはじめ、医療、福祉、介護等の

関係者、そして住民の皆さま方のご理解とご協力により、新診療所・

保健福祉センター及び子育て支援センターからなる複合施設が無事

に完成し、10 月 15 日には、来賓はじめ関係者の皆さんにご出席い

ただき竣工式を開催させていただきました。町民の皆様にも一般公

開させていただきました。 
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愛称も「東栄ひだまりプラザ」と決まり、11 月 1 日からスタート

することができました。今後は関係者が連携し、医療・保健・福祉・

介護等が一体的に提供できる地域包括ケアシステムの拠点として、

住民の皆さんが安心して暮らせるよう職員一丸となって努めてまい

りますので、宜しくお願い致します。 

 

令和３年度はコロナ禍で全国大会等が中止になりましたが、今年

は１１月９日から２２日の間、東京において、各種大会や総会が開催

され、出席をさせていただきました。安全安心の道づくり全国大会を

始めとする道路関係や災害復旧、治水砂防、簡易水道、過疎地域連盟、

山村振興連盟などの大会において、議決された要望事項などを国会

議員や各省庁に対して要望活動を行ってまいりました。特に三河簡

水や北設情報については、大変重要な課題であり、北設楽郡 3 町村

合同で国や県に積極的に要望活動を行わせていただいたところであ

ります。また、町単独での要望等もこの機会にしっかりと行ってまい

りました。 

 

広域連合の関連としては、１１月７日に東三河８市町村長で東三

河の課題を愛知県知事に要望等をさせていただいたところでありま
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す。東三河の県会議員にもご同席いただきました。 

 

次に各種団体との要望打ち合わせについてでありますが、１０月

３０日に商工会と振草川漁協協同組合・森林組合については、１１月

１日に各組合長さんはじめ役員の方たちと情報交換をしながら要望

等をいただきました。また、シルバー人材センターとは１１月１４日

に理事長さん・事務局との打ち合わせをさせていただきました。JA

愛知東さんとは、１２月２日に組合長さんに来庁いただき意見交換

をさせていただいたところでございます。 

社会福祉協議会の理事会が１０月３日に行われ、出席をさせてい

ただきました。補正予算の審議、事務所移転に関する事項などの協議

がされました。また、１０月１９日には、事務局長等との令和５年度

事務執行体制などの打ち合わせも行っています。 

 

１１月２７日に愛知県政１５０周年を迎え、議長と共に記念式典

に参列をさせていただきました。これを機に県は１１月２７日を「あ

いち県民の日」に定め、公共施設の利用料を一部免除するなど、また、

公立学校の休日を設けるなどの条例案をこの１２月県議会に提案さ

れています。 
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もう少しお時間をいただき、その他について９月議会定例会以降

の取り組み等を報告させていただきます。 

 

職員採用ですが、令和５年４月一般職員採用試験については、数名

の採用内定を出していますが、再度二次募集を検討したいと考えて

います。。 

給食調理員の採用も予定しています。また、火葬場職員が急に退職

したため、現在は委託会社にお願いしその都度対応していますが、新

規職員の採用を予定しています。保健師、保育士についての募集も行

っています。保育士の応募はございましたが、保健師の応募がなく、

再度募集を考えているところであります。 

 

マイナンバーカードの普及についてです。 

デジタル田園都市国家構想交付金の第 2 次補正予算で、現状のカ

ード交付率が全国平均以上であることを申請要件とするなど、普及

状況を反映させることが予想されます。現在、担当課で休日申請の受

付やスマホ教室などでの手続きなどを実施して、普及促進を図って

いますが交付率は、10 月末現在で４４，５７パーセントという結果

であります。全国平均は５１．１３％、愛知県内平均は５０．５８％
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となっています。愛知県下 54 市町村中 50 番目であり、まだ全国平

均以下でありますので、今後も普及促進に努めてまいります。 

 

次にとうえい温泉ですが、コロナ禍の影響や、価格高騰(原油単価、

電気料など)が続いており、大変厳しい状況となっています。また、

築 20 年以上経過して機械故障などの影響により、休業を余儀なくさ

れていることもあります。 

売り上げは 4 月から 10 月までの昨年度比は１４２，４％と客足は

戻りつつある状況ですが、今なおコロナウィルス第 8 波の感染状況

から、年末年始にかけては厳しい状況を想定しなければならないと

思います。いずれにしても、大変厳しい状況が続くものと思われます。 

今年も年末年始の営業については、現段階では休まず営業する予

定と聞いています。 

 

 次に主要道路については、三遠南信自動車道の鳳来峡 IC から東栄

IC 間の最後の４号トンネルが貫通いたしました。また、国道４７３

号の月バイパスも橋梁が完成し、いよいよトンネルの掘削が始まり

ます。国道１５１号布川地区交差点も、順調に工事等が進んでいます。 

 また、岡本交差点については、本郷下川農免線をはじめとする現状
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の調査をしたうえで、県とも調整しながら検討をしてまいりますが、

まだ時間が必要ですので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

１１月３日の東栄フェスティバルも地域の皆さん、国・県はじめ多

くの方の素晴らしい郷土愛とご協力により、３年ぶりに開催するこ

とができました。いつもより時間を短縮して行いましたが、２，５０

０人ほどの来場者がありました。また、今回は来場できない方のため

に「ユーチューブ」でのライブ配信を行ったところであります。こう

して皆様のご協力により開催できたことで、少しでもこの地域の元

気につなげられたのであれば、うれしく思うところであります。 

フェスティバル開催以降は、コロナ対策を講じて、それぞれの地区

保存会で花祭が開催されているところです。コロナが収束し、早く従

前のように開催できることを心から願っています。 

 

次に教育関係です。 

総合教育会議を１０月５日に開催いたしました。教育に関する事

務の管理及び執行の状況点検・評価について、コミュニティスクール

導入検討状況について、部活動の地域移行について、令和４年度教育

課関係主要事業の進捗状況ついての議題等をご協議いただきました。 
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文化祭行事は１０月２９日から１１月６日まで作品展示会を開催

しました。今年も中学生の合唱発表後、静岡大学名誉教授の小和田哲

男氏をお招きして文化講演会を開催しました。また、町民芸能まつり

は、１０月３０日に花祭会館で行っています。 

スポーツ関係では、グランパスサッカー教室を９月２５日に開催

することができ、コロナ禍で心配をしましたが、名古屋グランパスの

コーチの指導により、多くのサッカー少年が参加していただき、大変

有意義な教室となりました。 

ドラゴンズ野球教室については、昨年一昨年とコロナ禍で中止と

なりましたが、本年度は１２月１７日に東栄中学校で開催すること

ができることとなりましたので、北設楽郡の子どもたちに参加いた

だきます。そして、12 月の初旬にいつも開催していました愛知県市

町村対抗駅伝も、2 年連続で中止でしたが、今年度は１月１４日に開

催されることとなりました。既に選手の皆さんは、練習に取り組んで

いただいています。皆さんの応援よろしくお願いいたします。 

次にバスケットボールの三遠ネオフェニックスにおいては、現在

シーズン真っ只中でありますが、前半は地区首位という好成績であ

りましたが、ここ数日の試合はケガ人が続出し、連敗が続いている状
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況です。東三河 8 市町村とスポーツを活用したまちづくりに関する

相互の連携及び協力を目的に連携協定を締結しています。こうした

ことから、ホームタウン活動として、小学校でのバスケットボール交

流会の開催や 11 月 3 日のフェスティバルにも参加いただいていま

す。明日 8 日には小学校でバスケットボール教室を開催していただ

きます。今後は、住民を無料招待していただく奥三河デーなども計画

され、その会場で観光や特産品の PR ブース、飲食ブースなども行わ

れる予定ですので、今後随時皆さんにお知らせいたします。 

 

次に成人式についてですが、ご承知のとおり、成人は１８歳からと

なったため、名称を「二十歳
は た ち

を祝う会」として１月８日に東栄中学校

体育館で開催いたします。対象者は２０名の予定です。ご案内をさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

コロナ禍で心配もありましたが、小学校修学旅行、中学校の国内語

学研修なども無事に終了しています。 

なかなかカナダへの中学生海外派遣研修が実施できないのは非常

に残念ですが、交流先のカナダ・リージェント・クリスチャン・アカ

デミー校とのオンライン交流も昨年同様に実施でき、国内語学研修
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を含め、確実に英語力、英会話が上達でき、また、ふるさと東栄の良

さを発信していただくなど、本当にうれしく思うところであります。

カナダ研修が実現できるよう、早くコロナが収束することを願って

止みません。 

 

最後に１１月２６日に東栄ひだまりプラザにおいて、北設楽３町

村在宅医療・介護連携推進事業の住民啓発講演会を開催しました。テ

ーマは在宅医療と終活（自分らしい最期の迎え方）、終活アドバイザ

ーの佐々木さんによる終活のアドバイスをいただき、東栄診療所長

の早川先生には、「東栄診療所のいま」（無床化・移転をへて）をテー

マにお話しいただきましたので、少し現状等を報告させていただき

たいと思います。 

東栄病院は２０１７年から外来患者が減少し始めました。入院患

者も２０１６年から著しく減少し始めました。そして、ご存じのよう

に２０２１年からは一日当たりの入院患者数は３・４人という状況

になりました。 

無償診療所になった現在、外来診療・在宅診療は従前と変わりなく、

入院がないので充実できている。また、粟代、古戸、御園へは巡回診

療を続けています。施設診療もやまゆり荘、すぎのきの里を受け持っ
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ています。住民健診、総合ドック、予防接種（コロナワクチン接種が

増えました）も以前と変わらず行っています。 

下川診療所の診察は中止しましたが、今まで下川ではできなかっ

た検査もできるようになり、午後からの診察は効率が良くなってい

ると感じています。また、町の中心地に移り、町全体のことを考える

といろいろな面で便利になったと感じています。２０２１年の一日

平均外来患者数は１０５．８人、２０２２年の上半期では９７．６人

となっており、一年通して、あまり変わらないと思います。少し減っ

た理由は、旧佐久間町や旧鳳来町の方が他の医療機関に変更された

こと（こちらから紹介した件数も含み）が、原因だと考えます。 

次に訪問診療は２０２１年までで、年間４００件から５００件で

した。本年の上半期では、現在延べ２８７件となっています。２４時

間の対応をさせていただいています。夜間・休日の往診は３０件ほど、

看取りは自宅が６件、やまゆり荘６件という状況です。 

また、来院可能な急患であれば、時間内は対応しています。従前と

変わりありません。 

次に救急搬送ですが、（救急指定なし）原則受け入れはしていませ

ん。新城市消防署の現状は、北設楽郡内（東栄町も含め）新城市民病
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院への搬送が一番多く、その次が豊川市民病院という結果です。 

そして、コロナ禍の対応については、２０２２年の上半期の発熱外

来患者数は２５７人、うち陽性者は１２２人という状況です。予防接

種も５回目を 12 月 9 日から始めます。 

病院から診療所への話では、やはりマンパワー不足が課題であり、

医療そのものが都市部に集約される中で、山間部で今まで通りの医

療提供は難しい。病床がなくなり、「地域での生活を支える医療」特

に外来、在宅医療（施設診療を含む）を中心に進めていく必要があり

ます。そして、「連携」が必要。他の医療機関との連携、介護・福祉・

保健、行政との連携を今まで以上に進めていくことが必要であると

のことでした。死亡場所も、２０１８年までは東栄町であったものが、

２０１９年からは町外が多くなり、特に新城市民病院が多いという

結果であります。 

最後にまとめとして、「目指す医療と今後」として、※診療所の理

念としては、「地域での生活を支える医療を目指す、そして、医療・

介護・保健・福祉の連携強化」であります。 

外来患者が９０人前後となり、人口が減っていく中で、現状病床を

維持できる体力はない。また、他の医療機関との連携の必要性は先ほ
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ど話しましたが、東栄診療所だけのことではなく、北設楽郡全体で考

えなくてはならないとの話をお伺いしたところであります。 

 

また、１１月から第３火曜日の午後、腎臓内科の外来診療を月１回

行っています。早期診断と適切な治療で重症化を予防するために始

めていますので、ご心配の方は診療所に相談してください。来年も続

けていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

リハビリも訪問リハビリを現在行っていますが、来年度から診療

所内での施設リハビリを開始したいと考えています。 

診療所の状況を先生の話を含めて報告させていただきました。 

 

大変長くなりましたが、以上で行政報告を終わらせていただきま

す。 

 

それでは引き続いて、本日提案をいたします議案等の提案理由に

ついて、ご説明をさせていただきます。 

 

今議会には、議案１２件、報告１件を上程いたしますので、よろし

くご審議のほどをお願いいたします。 

では各議案について簡略に説明いたします。 
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議案第８３号 東栄町職員の定年引上げに伴う関係条例の整備等

に関する条例の制定については、職員の定年延長に伴い関係条例の

改正をするものです。 

 

議案第８４号 東栄町簡易水道事業及び下水道事業の設置に関す

る条例については、令和５年度より簡易水道、公共下水道事業及び農

業集落排水事業特別会計を、地方公営企業法の適用を受ける会計に

変更するために制定するものです。 

 

議案第８５号 東栄町簡易水道事業給水条例の一部改正について

は、簡易水道事業及び下水道事業の設置に関する条例の制定に伴い

改正するものです。 

 

議案第８６号 東栄町辺地総合整備計画の変更については、東薗

目辺地における林道事業の事業費を変更するものです。 

 

議案第８６号 東三河広域連合規約の変更については、連合が行

う共同処理事務のうち、社会福祉法人の認可等に関する事務に社会
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福祉連携推進法人を追加等するものです。 

 

議案第８８号 令和４年度 東栄町一般会計補正予算（第１０号）

は、人件費、新型コロナウイルス感染症対策に係る地方創生臨時交付

金事業を含む総額２，６９６万９千円の増額補正です。 

内容は、臨時交付金事業として、中学２年生の国内研修事業に対す

る補助金、その他としては、電気料をはじめとする物価高騰に対する

役場をはじめ各種施設に係る燃料費及び光熱水費、旧粟代小学校及

び旧奈根小学校修繕、戸籍情報システム改修、障害者施設等通所通院

交通費助成金、児童発達支援施設等給食費補助金、老人保護措置費、

母子医療費、児童手当に対する特別給付金、児童発達支援施設利用者

負担金、国民健康保険特別会計操出金、簡易水道特別会計操出金、火

葬業務及び火葬場管理業務委託、農業集落排水事業特別会計操出金、

有害鳥獣駆除委託、産業会館指定管理料、公共下水道事業特別会計操

出金、全国瞬時警報システム更新、東栄ヘリポート吹き流し修繕、私

立高等学校授業料助成金、高校生通学等支援事業補助金、花祭会館高

圧コンデンサー等交換工事、起債の償還金に係る元金及び利子が増

額のおもなものです。 
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一方、税システム改修委託、後期高齢者医療特別会計操出金がおも

な減額です。 

これらに充てる歳入については、町税、地方創生臨時交付金、国県

の補助金及び委託金、諸収入を見込むとともに、財政調整基金繰入金、

町債を減額します。 

 

議案第８９号 令和４年度東栄町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）は、１億４２５万２千円の増額補正であります。 

おもな内容は、一般被保険者療養給付費と保健事業に係る人件費

の組替によるものです。 

 

議案第９０号 令和４年度東栄町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）は、財源更正による補正であります。 

 

議案第９１号 令和４年度東栄町簡易水道特別会計補正予算（第

４号）は、５４０万７千円の増額補正であります。 

おもな内容は、物価高騰による光熱水費、新畑浄水場の入口と漏水

等に係る修繕、月地区送水ポンプ修繕工事の増額です。 
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議案第９２号 令和４年度東栄町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）は、５０７万４千円の増額補正であります。 

おもな内容は、物価高騰による電気料の増額です。 

 

議案第９３号 令和４年度東栄町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）は、６８万円の増額補正であります。 

おもな内容は、物価高騰による電気料の増額です。 

 

議案第９４号 令和４年度東栄診療所特別会計補正予算（第７号）

は、４１万８千円の増額補正であります。 

おもな内容は、人件費の減額と医師住宅浄化槽設置工事の増額で

す。 

 

報告第１２号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規

定により報告するものです。 

以上でありますが、詳細については副町長はじめ担当課長から説

明をいたしますのでよろしくご審議のほどお願いいたします。 


